
人にあって!t 主 たる

京都市南区上鳥羽戒光3

別記
第 1号様式 (第11条、第13条、第14条関係)

1牛ワイ

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 勧

名 ( 法人にあ っては

丸工自動車運送仰 代 表取締役社長千1 木 原 ラ

0 7

注 1該 当する□にでt レ 印を記入してください。特定事業者以外で自主参"口される事業者の方‖ レ 印の記入ri不要です

2 '基 準年度Jと !!計画期Pp5の前年度を  「 目揮年度|と !iヨH画期間ひ)篤終年度をいいます

3「 車業所年排出区分Jと Ⅲ 京 都市内の車業″i等の事業rS動″〉ためのエネ′レギーの使用に伴い発生する温宮効果ガスを 「鈴と車両リト出区分j

とは、自動車運送Hr業者について!■使用の本ltlの位置を京都,●内とする車両の排出する温宮効早ガスを 鉄 道車業者についてい保すする貨物=

両又ft旅を草両υ)排出するi昆三効果ガスを 「そのlLll出区分」と!i 上記以外の京都市内における事荘所争の事業活動に伴い発生する温室効

果ガスをいい ます■【ガスをいいます■
「付記事項Jに !i 平成2年度 (1990年 度)を 基準としたltF出量′)対比やエネルギー原単位CO!'卜出曇 省 エネ製品開発など也者の温ヨ

特定事業者の

主たる業種 運送事業者

該 当す る事業

者要件
rツ 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換

算して1,300キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック

又はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温芸効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に推算して3.000トン以上))

レ

「

計 画 期 間 平成 18 年  4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針
KESマ ネジメントシステム導入によりC02排 出量の削減を図る

推 進 体 制 社長直轄により事業部別に運営推進する。

年度 ことの具

体的な取組及
び措置

輸送部門 アイ ドリングのス トップにより燃料使用貴を基準年より3%削 減する

輸送部門 個人別燃料費把握によるデァタ化により言殻改革を図り抑制コン トロールする

18～ 1 9 事業部 消費電力の個別管理を実施 し基準年より4C/c低減する

温室効果ガス
の排出量等 りF出区分

基準年度 (冥積)

(17)年 度
(二酸イヒ炭素壊算 (じ))

目襟年度 (計画)

(19)年 度
〈二酸イヒ炭素去算 〈t))

自」滅 平

(計画 )
(°/c)

A事 業所等排出区分 187 999 t 181 4 t -35 n/。

B輸 送車両排出区分 2,046 018 t 1,964 8 t -4 0 てん

cそ の他排出区分 t t %

排出合計 ,ヽ             2,234 017 t “z           2,146 2 t -3 9 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの肖」減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

〈二酸イヒ炭素振算 (t))

森林の保全及び整備 (整備面 FH) (吸収量) t

府内産の本材の利用 ( 利用 量) m｀ (削減曇) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売電量 ) (削減畳 ) t

て熱供給量) (削減畳 ) t

グ リーン電力の購入 〈購入重) (肖け波量) t

削減量等合計 t

差引排 出量

(排出合計 ―削減等合計 )

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

■,          ヮ 9=4 217t ●2)‐(3■,       2イ 4て ″   t 一 ' %

特 記 事 項

連 絡 先 担 当
立
０ 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

J「 付記事項Jに !i 平成2年度 (199 0年 度)を 基準としたltF出量′)対比やエネルギー原単位CO!,卜出曇 省エネ製品開発る

効妥〃ス排出肖り滋 めヽ貢私 グ リーン麟連の採用 特 定フロンなどの条例指定外の温宣効兵ガスの削減などを記入してください


